
第３次宇和島市総合計画策定支援業務プロポーザル実施要領評価基準 

 

１　評価項目及び評価内容について 

　　下記の評価項目及び評価内容に基づき採点する。 

 評価項目 評価内容 配点

 

全体評価

提案内容の的

確性

仕様書を的確に踏まえ、明確かつ具体的

に提案されているか。
5

10
 業務への理

解・知識

業務内容及び目的に関する理解・知識が

十分にあるか。
5

 

業務提案

計画体系に関

する提案

・本市の特性と課題、現在の「第 2 次宇

和島市総合計画」、「第 3 期まち・ひと・

しごと創生 宇和島市総合戦略」及び「第

2 次宇和島市行政経営改革プラン」を踏

まえ、これら計画の一体的な策定を目的

とした提案となっているか。 

・最上位計画として、本市の個別計画と

の関係性は考慮されているか。

10

60

 基礎調査、現状

把握、将来動向

調査に関する

提案

・独自の人口推計等、本市の地域特性を

的確に把握・分析できる内容であるか。 

・分析結果を的確に計画へ反映させる手

法の提案はあるか。

10

 市独自の地域

幸福度（Well-

being）指標の

設定

市独自の地域幸福度（Well-being）指標の

設定を意識した市民アンケートの設計・

実施・分析に関する提案となっているか。

10

 

基本構想(案)

の設計支援

基本構想(案)の設計にあたり、仕様書 5-

(1)の基礎資料及び仕様書 5-(2)の意見等

を背景とする手法が提案されているか。

10

 

基本計画(案)

の作成支援

地域幸福度（Well-being）を軸としたロジ

ックツリーに基づく政策目標の設定並び

に施策、事業及び成果指標の設定に関す

る考え方が提案されているか。

10

 将来を見据え

た総合計画の

推進支援

基本構想（案）の具現化に向けた有効な手

法や手段について、具体的な考え方を持

っているか。

10



  

 

２　評価の方法について 

　①　各審査委員は上記の評価項目及び評価内容に基づき、提案者ごとに点数評価を行う。 

　②　各審査委員の持ち点（100 点）を合算した値（満点）の 6割を最低基準点とし、各審

査委員の評価点を合算した値が最低基準点に満たない提案者は選外とする。 

　③　各審査委員の評価点を合算した値が最も高い提案者を受託候補者として特定する。　　　

ただし、評価点が同点の場合は見積書の金額が低い者を受託候補者とする。 

　④　提案者が 1 者のみの場合で、各審査委員の評価点を合算した値が最低基準点を満た

すときは、当該提案者を受託候補者として特定する。

 

業務実施面

業務実施体制

提案内容を実施できる人員体制が確保さ

れているか。
5

15

 本業務に類似する業務実績がある主任研

究員等を配置し、高度な技術及び知識を

要する事項に対応できる体制となってい

るか。

5

 各作業工程に妥当な時間配分がなされ、

業務完了までの過程が明確にされている

か。

5

 
業務実績

本業務と同種・類似業務の受注実績が十分にあ

るか。
5

 

業務経費 価格点

10 点× 提案者のうち最も低い見積価格 / 提

案者の見積価格 

※小数点以下切り捨て 

※提案が 1者のみの場合は 6点

10


